
 

○宮崎大学ＩＲセンター規則 

 

                                平成 25 年７月 25 日 

                                制        定 
 
                      改正  平成27年10月22日 平成28年３月25日 
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令和４年６月23日 令和６年３月29日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人宮崎大学基本規則第 15条の２第２項の規定に基づき、宮崎大

学ＩＲセンター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（目的） 

第２条 センターは、宮崎大学における、教育・研究・社会貢献・大学経営等に関する情報を収

集・分析することにより、大学の機関研究（以下「ＩＲ」という。）の推進に寄与することを目

的とする。 

 

（業務） 

第３条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 情報の収集・管理に関すること。 

(2) 情報の分析・提供に関すること。 

(3) ＩＲの普及・促進に関すること。 

(4) ＩＲに係わる中期目標・計画及び年度計画実施に関すること。 

(5) ＩＲの大学間連携作業に関すること。 

(6) その他センターに関して必要な事項 

 

 （部門） 

第４条 センターに、前条の業務を円滑に遂行するために、次に掲げる部門を置く。 

(1) 教学部門 

(2) 学術研究部門 

(3) 経営戦略部門 

２ 前項の部門の業務は、別表のとおりとする。 

 

（職員） 

第５条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。 

(1) センター長   

(2) 副センター長 

(3) 専任教員 

(4) 兼任教員 

(5) 兼任職員 

(6) その他センター長が必要と認めた教職員 

２ 前条第１項の部門に部門長を置くことができる。 

 

（センター長） 

第６条 センター長は、センター業務を統括する。 

２ センター長は、副学長（目標・評価担当）をもって充てる。 

 

（副センター長） 



 

 

第７条 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代

行する。 

２ 副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。 

３ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長に欠員が生じた場

合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （部門長） 

第８条 第５条第２項に基づき部門長を置くときは、同条第１項に掲げる教職員の中からセンタ

ー長が指名する。ただし、特別の必要があると認められるときは、センター長が兼務すること

ができる。 

 

（専任教員） 

第９条 専任教員は、第３条の業務を処理する。 

２ 専任教員の選考に係る事項については、別に定める。 

 

（兼任教員） 

第１０条 兼任教員は、第３条の業務を補助する。 

２ 兼任教員は、センター長が指名する。 

３ 兼任教員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（兼任職員） 

第１１条 兼任職員は、第３条の業務を補助する。 

２ 兼任職員は、センター長が指名する。 

３ 兼任職員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 兼任職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（運営委員会） 

第１２条 センターの事業及び運営等に関する基本的事項を審議するため、運営委員会を置く。 

２ 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（秘密の保持） 

第１３条 センターの業務に携わる者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

 

（事務） 

第１４条 センターの事務は、企画総務部企画評価課において処理する。 

 

（雑則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に定め

る。 

 

附 則 

１ この規則は、平成 25年 10月 1日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初に選出される第４条第２号及び第４号の職員の任期は、第６条第

３項及び第８条第３項の規定にかかわらず、平成 27 年３月 31 日までとする。 

 

附 則 



 

 

この規則は、平成 27年 10月 22日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

  この規則は、令和３年 10月１日から施行する。 

 

   附 則 

１  この規則は、令和４年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初に選出される第５条第２号、４号及び第５号の職員の任期は、第

７条第３項、第 10 条３項及び第 11 条第３項の規定にかかわらず、令和５年３月 31 日まで

とする。 

 

   附 則 

  この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第４条関係） 

部門名 業   務 

教学部門 

 

入試、修学状況及び就職などの教学に関するデータ

の収集・分析 

学術研究部門 

 

研究業績や外部資金などの学術に関するデータの

収集・分析 

経営戦略部門 経営戦略に関するデータの収集・分析 

 


